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 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定に基づき、随時監査(工

事監査)を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 
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１ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第５項及び碧南市監査基準第４条第１項第１号の規定により実施 

 する随時監査（工事監査） 

２ 監査の対象 

  西端中学校卓球場・柔剣道場外壁等改修工事  建設部建築課 

３ 監査の着眼点 

  工事の設計及び施工等が関係法令に基づき、適正かつ効率的に執行されているか。 

４ 監査の実施内容 

  契約書類及び設計図書等の関係書類の審査並びに工事現場の実地調査をし、関係職員か 

 ら説明を聴取して行った。 

  なお、この監査にあたっては、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、公益社 

 団法人大阪技術振興協会と工事監査に係る技術調査業務委託契約を締結し、技術士の派遣 

 を要請した。 

５ 監査期間 

 (1) 監査期間  令和６年１２月３日から令和７年１月１５日まで 

 (2) 実地調査日 令和７年１月１５日 

６ 工事内容等 

 (1) 工事施工箇所   碧南市神田町地内 

 (2) 工事内容 

  ア 工期      令和６年１０月２日から令和７年２月１７日まで 

  イ 契約金額    １５，８１０，０００円（税込み） 

  ウ 工事請負業者  東海相亙建設株式会社 

  エ 工事概要 

   ・直接仮設工事 

   ・外壁改修工事 

   ・アスベスト含有処理 

  オ 進捗状況 （令和６年１２月２日現在） 

    計画 ４０％、実施 ４０％ 

  カ 工事監督員 

    総括監督員     建設部 建築課 課長       山田 勇樹 

主任監督員     建設部 建築課 課長補佐     安田 浩二 

専任監督員     建設部 建築課 建築営繕係 主査 森田 淳司 

 



７ 監査の結果 

  対象工事における監査の結果、契約書等関係書類及び施工状況は、適正であると認めら

れた。 


